
京都府電気自動車等普及促進計画（改定版）の概要
（平成29～32年度(令和2年度)）

全国最高水準のＥＶ等の普及                    
◆2018（平成30）年度末までに   ５，０００台 （㉘ 3,681台） 

◆2020（平成32）年度末までに  １８，０００台 

◆2030（平成42）年度末までに 

                                     新車登録台数の１／２をＥＶ等に 
 

 
 

 京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正（平成29年4月1日施行）により、条例の有効期間が2年間延長されたことに伴い、条例に基づいて策定している京都府電気自動車等普及促進計画に

ついて、「パリ協定」の発効等の国内外の環境変化や、電気自動車等の普及状況等を踏まえつつ所要の改定を行い、電気自動車等の一層の普及促進を通じて、スマートシティの実現を目指す。 

 なお、今回の改定は、京都府地球温暖化対策条例（平成17年京都府条例第51号）の温室効果ガス25％削減の目標年度である平成32年度までを見通したものとし、今後、同条例の改正に合わせ、中長期的な普

及促進のあり方や施策の基本的な枠組みの見直し等について検討することとする。              （注）電気自動車等＝電気自動車（ＥＶ）＋プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）＋燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

 府内のＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ（以下「ＥＶ等」という。）の普及台

数と急速充電器の設置基数は、平成28年度末に3,681台、

153基で、野心的な目標として掲げた5,000台、200基には

達しなかったが、保有自動車当たりの普及率は全国トップ

クラス、急速充電器の普及率についても全国上位 
 

  ＥＶ等 全国５位    急速充電器 全国12位 

  温室効果ガス排出削減への寄与 
・電気・水素の製造プロセスも含めて温室効果ガスの排

出削減につながるよう、ＥＶ等の普及を促進 
 

 社会・経済の変化への的確な対応 
・欧米・中国等における「ＥＶシフト」、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット等

の第４次産業革命、シェアリング・エコノミーの進展など、

京都府を取り巻く環境変化に的確に対応 
 

 地域課題の解決手段としての活用 
・過疎地等における「生活の足」の確保、災害時における

非常用電源の確保、再エネの更なる導入促進など、京都

府が直面する諸課題の解決にも活用 

 

 京都の強みを活かした産業振興 
・大学・研究機関やものづくり企業の集積等の京都の強

みを活かし、水素関連産業を含むＥＶ等関連産業を振興 

ＥＶ等の普及を通じたスマートシティの実現 
 ＥＶ等の普及を進め、温室効果ガスの排出削減、大

気環境の改善、騒音抑制等を図るとともに、ＥＶ・ＰＨＶ

の蓄電機能やＦＣＶの発電機能を活用したエネルギー

マネジメントの推進により、スマートシティを実現 

ＥＶ等関連産業創出拠点の形成 
 自動運転等コネクテッドカー（ＩＣＴ端末機能を有する

自動車）関連の技術や、蓄電、水素関連の技術開発、

新産業の創出等を促進し、ＥＶ等関連の産業創出拠

点の形成を促進 

世界に向けたＥＶ等活用先進地・京都の発信 
 国際的なイベントや集客力の高いイベント等でのＰ

Ｒを通じ、ＥＶ等活用先進地・京都をアピールし、文化

や観光に加え、環境先進地・京都の魅力を世界に向

けて発信 

ＥＶ等の活用によるスマートな地域社会づくり 
 ・京都舞鶴港スマート・エコ・エネルギーポートのＥＶ・ＰＨＶ普及拠点化 

 ・けいはんな学研都市への最先端技術の導入促進 

 ・太陽光発電設備とＥＶ・ＰＨＶのセット導入の促進 

 ・集合住宅居住者向けＥＶ普及促進モデルの構築・普及 

 ・ワークプレース・チャージングの促進 

 ・地域コミュニティとの協働によるＥＶ等活用先進モデルの構築・普及 

計画改定の趣旨 

これまでの取組成果 

計画改定に当たっての視点 

普及目標 

目指すべき姿 目指すべき姿の実現と普及目標の達成に向けた施策 

ＥＶ等の普及を支える基盤的取組 
 ・初期費用の負担軽減 

 ・公用車への導入促進 

 ・充電・水素充填インフラネットワークの構築 

 ・再生可能エネルギー由来の電気・水素の供給促進 

 ・ガソリンスタンド等の既存インフラの活用検討 

ＥＶ等の活用による災害に強い自立分散型地域社会づくり 
 ・災害時等の非常用電源としての活用 

 ・ＥＶ・ＰＨＶの過疎地等への導入促進 

 ・ＥＶ等の医療・福祉施設等への導入促進 

 ・太陽光発電設備とＥＶ・ＰＨＶのセット導入の促進［再掲］ 

 ＥＶ等関連技術の開発促進及び関連産業の振興 
 ・自動運転等の実用化促進 

 ・ＥＶ等を活用したコネクテッドカー関連ビジネスの創出促進 

 ・多様な電動車両の開発・普及促進 

 ・水素関連産業の振興 

 ＥＶ等に関する普及啓発・情報発信 
 ・国際的なイベント等での情報発信 

 ・イベント等での展示・試乗や電源としての活用 

 ・ＥＶ等を活用したエコツーリズムの推進 

 ・京都舞鶴港スマート・エコ・エネルギーポートのＥＶ・ＰＨＶ普及拠点化［再掲］ 

 ・けいはんな学研都市への最先端技術の導入促進［再掲］ 

ＥＶ等の活用による安心・安全社会の基盤強化 
 災害時に非常用電源等として活用し、安心・安全社

会の基盤を強化。特に、ガソリンスタンドが減少してい

る過疎地など、ニーズが高い地域や施設等における

活用を促進 

広域充電・水素充填インフラネットワークの構築 
◆2018（平成30）年度末までに 

  急速充電器        ２００基（㉘ 153） 

  普通充電器    ７，０００基（㉘ 3,974）  

◆2020（平成32）年度末までに 

  急速充電器         ２５０基 

  普通充電器  １７，０００基 

  水素ステーション   ７箇所（㉘ 2箇所） 

更なる課題への対応検討 
 ・規制的手法や新たな優遇策などについても幅広く検討 

資料2関連参考資


